
都市計画法第３４条第１１号 

第３４条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第二種特

定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当該申請に係

る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開

発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開

発許可をしてはならない。 
（略） 
１１ 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と

一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上

の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地域のうち、政

令で定める基準に従い、都道府県（指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつ

ては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。）

の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、

開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途

として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの 
（略） 

 
都市計画法施行令第２９条の８ 

（法第３４条第１１号の土地の区域を条例で指定する場合の基準） 

第２９条の８ 法第３４条第１１号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含

む。）の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、第８

条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこととする。 

 
都市計画法施行令第８条第１項第２号ロから二 

（都市計画基準）  

第８条 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。  
（略） 
２ おおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区

域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとす

ること。 
（略） 

ロ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 
ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域 
ニ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出

を防備する等のため保全すべき土地の区域 

 


